
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

【インターネット異性紹介事業とは】

インターネット異性紹介事業とは、いわゆる出会い系サイト事業を指し、次のすべての

要件を満たすものとなります。

１ 面識のない異性との交際を希望する者（異性交際希望者）の求めに応じて、その者の

異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供して

いること。

２ 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

３ インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その

情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができる

ようにするサービスであること。

４ 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

【届出様式】

番 号 届 出 様 式

１ 事業開始届出書

２ 事業廃止届出書

３ 届出事項変更届出書

４ 誓約書（法人役員用）

５ 誓約書（個人用）

６ 誓約書（業務委託を受ける者用）

【届出書等の提出】

□ 都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合は、事務所（個人の場合は住所）の所

在地を管轄する警察署長（窓口は生活安全担当課）を経由して提出してください。

(※ 警察本部では受付できませんので注意してください。）。

□ 届出書等の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までです。

ただし、業務の関係で担当者が不在の場合がありますので、提出先の警察署に事前に

連絡してください。

【提出書類及び添付書類】

インターネット異性紹介事業を営もうとする場合の届出

書 式 事業開始届出書

提出期限 事業を開始しようとする日の前日まで（※余裕を持った提出をお願いします。）

添付書類 １ 本籍地入りの住民票の写し（外国人は国籍の記載のあるもの。個人番号

（個人） （マイナンバー）は記載されていないもので足ります。）

２ 法に規定する欠格事由に該当しない旨の誓約書

３ 法務局から発行される登記されていないことの証明書（成年被後見人又

は被保佐人に該当しない旨）

４ 本籍地の市区町村長から発行される身分証明書（成年被後見人とみなさ

れる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産手続開始の決定を

受け復権を得ない者に該当しない旨）

５ インターネット異性紹介事業のＵＲＬを使用する権限のあることの疎明

資料（プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該出会い系サイトの



ＵＲＬの割り当てを受けた際の通知書の写し等）

◆ 児童でない未成年者の場合（婚姻により成年に達した者とみなされる者

を除く）。

６ 事業に関し法定代理人の許可を受けている者は、次に掲げる書面

(1) 法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場合は、その名

称及び住所並びに代表者の氏名）を記載した書面

(2) 事業の許可を受けていることを証する書面

７ インターネット異性紹介事業の相続人で法定代理人の許可を受けていな

い者は、次に掲げる書面

(1) 被相続人の氏名、住所、インターネット異性紹介事業の事務所所在地

を記載した書面

(2) 法定代理人に係る上記１～４に掲げる書類（法定代理人が法人である

場合は、下記添付書類（法人）に掲げる１～３の書類）

◆ 児童でないことの確認業務を委託する場合

８ 当該委託を受ける者が個人である場合は、次に掲げる書面

(1) 上記１、３、４に掲げる書類

(2) 規則に掲げる要件に該当しない旨の誓約書

(3) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤中毒者でないことの医

師の診断書

９ 当該委託を受ける者が法人である場合は、次に掲げる書面

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 役員、識別符号付与業務従事者全員の上記１ 、３ 、４ に掲げる書類

(3) 同全員の規則に掲げる要件に該当しない旨の誓約書

(4) 同全員のアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤中毒者でない

ことの医師の診断書

添付書類 １ 定款及び登記事項証明書

（法人） ２ 役員に係る上記添付書類（個人）欄に掲げる１ 、３ 、４ の書類

３ 役員に係る欠格事由に該当しない旨の誓約書

４ 上記添付書類（個人）欄に掲げる５の書類

５ 児童でないことの確認業務を委託する場合は、上記添付書類(個人)欄に

掲げる８又は９の書類

インターネット異性紹介事業を廃止する場合の届出

書 式 事業廃止届出書

提出期限 事業廃止の日から 14 日以内
添付書類 なし

届出事項に変更が生じた場合の届出

書 式 届出事項変更届出書

提出期限 届出事項の変更の日から 14 日（登記事項証明書を添付すべき場合は 20 日）
以内

添付書類 変更事項を疎明する書類（個人の場合は上記添付書類（個人）、法人の

場合は上記添付書類（法人）欄に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る

もの。）

※詳しくは、出会い系サイトにかかる犯罪予防ホームページ（警察庁）をご覧ください。


